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共同利用研究所の組紐 と遷宮について (試案)

(65･9･18)

日永学術会議 委員会連絡会議 附置

共同利用研 究所検討小委員会

国立大学研究所議会共 同利用研究所小委員会 (武藤委 員会 )の案 (帝 に 7

月 17日案 )を基礎に して考える場合 ,次 のようにすべきであるD

よ この制 定は ,今後新設 され る共同利用研究所のみでな く ,少 くとも日太

学術会議 の勧告 にもとずいて設け,5れた既 存 ,お よび計 画 中の共同利用研

究所はすべて ,この組織に加わることを 目標 として ,立案 し ,推進すべき

であるo

電 この制乾を立案す るに当っては ,日太学術会議が ,研 究捧制や学術行政

のあ り方について主張 してきた ところを十分に尊重 して立案 されるべきで

あるO 革に ,第 57回総会で ,討 議確認された tt今後新 しい研究体制が作

られ る ときに溝たすべき最低 の条件 Dおよび _,昭和 57年 5月 11日付 の

野大学 の背腰制 変について ''の勧告 の趣 旨が十分に生か されたものでなけ

ればな らないO その意 味で下述 の諸項車 ,菅 に評議会の設置 と ,そ{:I)構成 ,

権限に関す ることは ,この制 寛における必須 の要件であるa

悪 所韓方式 は ,寛 5案 (附属機関所轄方式 )とす ることo

Ⅳ 共同研究推進会議 (仮称 )

(1) 会議の構成員 とその選出方法

巨) 構成員の数の如何にかかわらず ,その概ね半数 は 日太学術会議 の推

薦す る者 とす ること ,また残 りの半数は (評議会成立後においては )

評議会 の議に基づいて選考す るもの とす る こと0

-274-

i>

こ〉



資 料

注 a.出発 に 当って国立大学 の学長を数名加え るとい う案については ,趣

旨は⊥応諒 とす るが ,その ことは法規上に明記 しないで ,爾後は適当

な慣行を作ってゆけは よい.,

b. 研究所 代表を必 ず議員 に加えるもの とする必要があるかどうか につ

いては意 見が 分かれているO下述 の評議 会に所長が加わっ ていて ,罪

議会が大学 の評議会に準ずる機能 を果す とすれば ,研究所 代表が必ず

推進会議の議 員でなければな らない腰 由はない とも考え られ る凸

(ロ) 議員の任期を明示す る ことO

両 議 長は常勤 とする ことO

(I) 議長 の選考は大学 におけ る学長 の選考 E･･JL準ずる精神 の下に評議 会が

行 うものとす る-ことQ

(21 推進会議 の極限 '

ほぼ ,武藤妥員金策の通 りでよいが ,評議会 との関係をはっ き りさせ

てお く必要があるo 既存の所轄 研究JPTTの腎至 ,運営 に関 しては窟ね評議

会 の議 に基いて決定 し ,その執行の責任 をもつ ことになろ うが ,新 しい

研究所 の設置 ,在来共 同利用佐別 のなかっ た分野の共同利円体制 の推進

等の ことは ,推進会議 の審義 車頂 となるであろうO また ,評議 員 ,所長 ,

所 員の任免はすべて商議 会の議を経た推進会議 の申し出でに基づ いて 文

部大臣が発令す るものとす るべきであるO

(5) 推進会議に専門部会をお くことができる こととし ,また評議会 の部会

を以 って これに代 える ことがで きるもの とすることO

(4)事 務 局

推進会議に専属の専務局をお くことt,

事務官 の選考 ,任免 については ,前記勧 告の通 り , (異状樟又は同意

権 の制変化 )とす る ことが望 ま しいが ,少 くとも現在 の国立大学 の制 寵

及び慣行 に準ずることが必要であ る0
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V 評 議 会

(1) 推進会議 に評議会を お くこと凸

(2) 評議会の構成は次の通 りとす る ことo

l. 推進会議 の議長

2.推進会議の議 員

5.-各 研究所商議会がその構成員中か ら互選 した者各 5名 (所長 ,所員

である商議員 1名 ,所 員ではない商議貞1名 )これは慣行に とどめ法

制化す る必要はないであろ う｡

4. 学術会議が抵薦す る者 ,若干 名 (荏 ,これを加 える趣旨は主 として

硯に共 同利用研 究所をもたな い分野などか らの代表者を加えてお く必

要が考えられ るので ,この枠を とってお く必要があ るという点にある )

(引 評議会 の議長 は推進会議 の議長 が兼ね るもUjとす るC,

(4)評議会 の権限

国立大学の評議会及び協議会 の権限に準ずるもの とす ることt,

Ⅵ 評議会の部会

川 評議会 :･･･-L専門分野毎 の部会をお くことができるもの とす ることO (こ

の規定 も独立の法規を作 らない とすれば評議会 の内部規 定 と,T3:るであ ろ

うe,)

(J23 部会は適 当な専門分野毎 に設け るやミ,必要 に応 じ諸 分野に またが る部

分を設 ける ことが できるもの とす る,,

(5) 部会 の梅成員に昼 ･当該部会関係の評議 員の外 ,日太学術会議が当該

専 門分野か ら推薦す る若干 名を 加え るもの とする ことO

(4) 部会 は 臼太学術会議 と連絡を と りつつ ,その専 門分野紅絹する重要 専

項を審議するもの とするO その審議 の結果 は ,評議会の議 に附 し ,又は

報告す るもの とす るの

Vl 各研究所 の管理組織
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(月 商 議 会

(イj 各研究所に商議会をお くこと.,

回 商議会は大学 の教受会に準ずる権限を有す るものとすること凸

(Jt) 商議会の構成員

1. 所長

2.所員 会議が謄薦す る所員若干 名

5. 日太学術会議の推薦に基づき評議会の議を経て ,推進会議が 選考

す る商議員若干 名

(2,)所長の選考

所長は商議会の義 に 基づい て推進会議が選考するものとす る｡

(5j所 員会議は所長の準間機関 とす ること巾

Ⅷ 大 学 院

各研究所UCL_は大学院研究科を置 くことができるものとす る ことO

Ⅸ 以 上の~諸項 中 ,推進会議 ,評議会 ,商議会 ,所長 .所 員については .そ

れぞれ教育公務員特例法に読み替え規定を加え ,それぞれの権限及 び身分

を明確gTLす ることが必要である缶 (荏 ,特例法の学長を推進会議vc.,評議

会及び賂議会を評議 会に ,教授会を商議会に ,学部長を所長に 一教員 を所

員に読み替えることになるD )

武藤小委員会案と太試案 との比較

項 目 武藤′j､委員全案 卒 試 案

範囲 利用研究所の別宅のほか ,さら はすべて.この組織に加わ ること

大学 の研究の拡張と考え られる研究を行な う新 しい型 の国立の央同利.用研究所の割安を創設す きセあるO-_.
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5. 推進

会議 の

権限

4. 推進

会議 の

橿成

を設置 し会議 に研究所 をお く )

が 最 も適 当 との意 見が 多いo な

お研 究所 毎に猛進会議をお くと

の意 見もある¢

(7月 17日案 以下同 じ )

研究所管理運営 の大網 の決定

研 究所 の研究計画の基太方 針の

策定

研究所 の予算案 の審議t,詞塵 ,

研究所 の人 事の基準 の決定

その他 重要事項の審議

1.国立大学 温会か ら推薦 された

学長 4名

2.日永学術会議代表 1名

5.下 宿研 究所代表 1名

4.民間人 1名

計 7名

(学長 5,日太学術会議 2とい

窟ね武藤小委員会案で よい〔

評議会 との辞係を 明らかにせ よ

これ らの諸項については評議会

の審議 に基づいて推進会議 は決

定 し J執行 す る｡

その他 ,新 しい共利餌の創設等

iiiiiiiiiiiii

H
HL

に ついては推進会議が 審議す るf,

評議 員 ,所長 ,所員の任免 は商

議会の覇を経 た推進会 議 の申 し

出でt,こ基づいて 文部大臣が発令

す る_9

半数は 日太学術会議推薦 ,半数

は評議会 の議 に基 き選考

出発 QC当っては国立大学 の学長

を加える ことを一応諒 とするが

爾後は適 当な慣行を搾 る ことB
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項 目 武藤′ト委員会案 i 太 粛 l_: 秦

5｣専門 .う案 もある.)ナ シナ シ産道会議の諮 商機鰐 として , 推進会議 に専門部会をお

部会 Lが できるO

局7.評議 肇務膏 の選考 ⊥任免は少由立大学に準ずる.小国立大学 の評議会及こび格言

会 の韓 (大学の評議会に相 当す るも-~0)_ 廃 院に番ずる一br

隈と構 と考え られる ) .1.-,推進会議 の議長∫

義8.評議 各研究所.1-D代表 (複数 )で環成.2.. 議 員

場合によっては推進会議 と評議 5. 各研 究所審議 会か ら

会 とが合同会議をもつのもよい (-所長 1.所員 1,.外;

との意見がある缶ナ シ第 1案 審議決定す る畢高嶺勘 審議 員 1)4. 日怠学荷会議が 推 薦 '若干名鋳金 をお くことができる`

会の部1 部会には関係評議員の外

会?. 各 所 学 術会議が経薦す る若干える缶商議会は .所長 .所員会.

究所の 所の主賓磯員 と.日豪学術会議 薦す る所員若手 名 ,日永

商議会 .(又は関係研究機種 )推薦の 議が 推薦す る者若干 名を.

-の権限 商議員 構成する¢

と構成巾寮 2案 一助言機構 日太学術会 大学 の教授会gt準ずる楓

毎所員 義 (又は酪係研究機開 )推薦 つ O -

会議 の者のみで騎喝所長の任免は 所糞は商議会の議に基

商議会の推薦E, 進会議が選考す る凸
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ー項 目 武藤小委 員会案 秦 .試 案

i壬!与. o_職 員 所員会 議が教授会 に準 じた■ものにな る0第 5案 _所長 の諮問療醜研究 所の属す る研究分野 の研究者の代表 で構成05案 の何 れ をとるか は ,研究所設 置の際当該 研究分 野 の研究 者の総意 に よっ て決定すべ きだ との意 見が多数 であ るotl_.) 所長 ,教撃 ,助教授 ,潮 手 -.■＼L､_,

ll.職員

の処遇

と身分

12.大学

院

あて る｡

周 研究 員 (共同利用研究 者 と

して当分 の間研究 に従事す る

者 )

用 教官 は国立大学の教官 とす

る｡ そのため国立大学設 置法

施行令 ,同施行規則 に ,その

総 数 ,蔵 の種類 ご との定数 を

特定大学 に属 しない教官 とし

て ,それぞれ明記 し ,その処

遇 及 び身分取扱い を既存南立

大学 の教官 と同等 にす るため

の所要 の措 置 を講ず るべ きで

あ るo

(2)技術職員の待遇 を教官 に 準

ず る もの とす る｡

大学 ol大学院生が研究 所 におい

て研究 してい る時 は ,学長 はそ

れ を大学院 での研究 とみな し う

るよ うにす るO
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推進会 議 ,評議会 ,商議会 ,所

良 ,所 員 を〔つい ては ,それぞれ

教育公務 員緯例法に読みか え規

定 を加 え ,それぞれ の権限及 び

身分 を明確 にす る必要が あ る｡

(独 立 の)大学院研究科 をお く

ことが で きるもの とす る｡
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